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六

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
七
十
九
号

　

平
成
二
十
四
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
十
二
号
（
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
を
当
て
は
め
る
地
域
の
指

定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
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表
中
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富
谷
町
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を
削
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。
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宮
城
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告
示
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百
八
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号
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相
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員
設
置
規
程
の
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を
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す
る
告
示
を
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定
め
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。
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成
二
十
八
年
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月
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三
日

 

宮
城
県
知
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村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

女
性
相
談
員
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

女
性
相
談
員
設
置
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
三
百
九
十
五
号
）
第
二
条
第
二
号
の
表
宮
城
県
仙
台
保
健

福
祉
事
務
所
の
項
中
「
岩
沼
市
」
の
下
に
「
、
富
谷
市
」
を
加
え
、「
、
富
谷
町
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
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告
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。
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成
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日
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城
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ゅ
ん
功
認
可
年
月
日

　
　

平
成
二
十
八
年
九
月
十
六
日

二　

し
ゅ
ん
功
認
可
を
受
け
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者
の
名
称

　
　

亘
理
町
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点
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だ
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点
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④
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地
点
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結
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満
潮
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＋
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①
の
地
点　

基
点
（
二
Ａ
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〇
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分
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二
〇
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秒
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一
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①
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県
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八
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二
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八
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八
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定
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よ
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。
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面
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。

　
　

平
成
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年
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月
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三
日
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道
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釜
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賀
城
線
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道
路
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域　変

更

の

区

間

変
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敷
地
の
幅
員
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ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
花
渕
浜
字
上
ノ
山
一
一
七
番
一

地
先
か
ら

同
郡
同
町
花
渕
浜
字
舘
下
七
五
番
九
五
地
先
ま
で

前

　

八
・
二
〜

 

一
四
・
九

 

三
三
〇
・
〇

後

一
一
・
五
〜

 

一
四
・
八

 

三
四
〇
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
八
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域　変　

更　

の　

区　

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

備　
　

考

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
五
日
町
三
四
番

地
先
か
ら

同
郡
同
町
志
津
川
字
御
前
下
五
九
番
一
地
先

ま
で

　

Ａ
　

九
・
四
〜

 

四
一
・
〇

一
、
四
四
六
・
九
　

上
記
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ
及
び
Ｄ

は
、
関
係
図
面

に
表
示
す
る
敷

地
の
区
分
を
い

う
。

前
Ｂ
　

九
・
〇
〜

 

三
九
・
九

二
、
五
六
一
・
九

　

Ｃ

一
一
・
〇
〜

 

一
八
・
二

七
六
〇
・
〇

　

Ｄ

一
〇
・
五
〜

 

四
三
・
四

一
、
四
一
七
・
〇

　

Ａ
　

九
・
四
〜

 

四
一
・
〇

一
、
四
四
六
・
九

後
Ｂ
　

九
・
〇
〜

 

三
九
・
九

二
、
五
六
一
・
九

　

Ｃ

一
一
・
〇
〜

 

一
八
・
二

七
六
〇
・
〇

　

Ｄ

一
〇
・
五
〜

 

四
三
・
四

一
、
四
一
七
・
〇

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
八
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。
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そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙

台
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県

道

塩
釜
七
ヶ
浜

多
賀
城
線

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
花
渕
浜
字
上
ノ
山
一
一
七
番
一
地
先
か

ら同
郡
同
町
花
渕
浜
字
舘
下
七
五
番
九
五
地
先
ま
で

平
成
二
十
八
年

 

十
月
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
八
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気

仙
沼
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

道
路
の

種　

類

路　

線　

名

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道

三
九
八
号

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
五
日
町
三
四
番
地
先
か
ら

同
郡
同
町
志
津
川
字
御
前
下
五
九
番
一
地
先
ま
で

平
成
二
十
八
年

 

九
月
二
十
三
日

 

午
後
一
時

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

牡
鹿
郡
女
川
町
浦
宿
浜
字
三
郎
浜
三
十
三
番
三
、
三
十

四
番
一
の
一
部
（
第
一
工
区
）

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

牡
鹿
郡
女
川
町
鷲
神
浜
字
内
山
六
十
二
番
地
の
十
二

 

ま
る
ご
鈴
木
興
業
株
式
会
社　
　

教
育
委
員
会

　

自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
四
号

　
　
　

自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

　

自
然
の
家
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
四
号
）
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に

規
定
す
る
規
定
の
施
行
期
日
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
と
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号

　
　
　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
二
十
条
第
二
項
の
表
宮
城
県
仙
台
教
育
事
務
所
の
項
中
「
岩
沼
市
」
の
下
に
「
、
富
谷
市
」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
六
条
の
表
中
「

宮
城
県
鹿
島
台
商
業
高
等
学
校

大

崎

市

」
を

「

宮
城
県
鹿
島
台
商
業
高
等
学
校

大

崎

市

に
改
め
、
同
表
中
宮
城
県
富
谷
高
等
学
校
の
項

宮
城
県
富
谷
高
等
学
校

富

谷

市

」

を
削
る
。

　

第
二
十
七
条
第
二
項
の
表
宮
城
県
立
利
府
支
援
学
校
富
谷
校
の
項
中
「
黒
川
郡
富
谷
町
」
を
「
富
谷
市
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

 

　
　
　
　

　

自
然
の
家
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

自
然
の
家
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

自
然
の
家
管
理
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中

「

会
議

室
 

円

」
を

「

会
議

室
 

円

に

コ
テ
｜
ジ

 
円

」

「

野
外
炊
飯
施
設

 
円

」
を

「

野
外
炊
飯
施
設

 
円

に
改
め
る
。

運
動

場
 

円

」

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
六
号

　

昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
十
五
号
（
教
科
用
図
書
採
択
地
区
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　

　

表
仙
台
採
択
地
区
の
項
中
「
岩
沼
市
」
の
下
に
「
・
富
谷
市
」
を
加
え
、「
・
富
谷
町
」
を
削
る
。

人
事
委
員
会

　

人
事
委
員
会
規
則
十
二
―
一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
城
県
人
事
委
員
会

 

委
員
長　
　

小　
　

川　
　

竹　
　

男　
　
　

〇
人
事
委
員
会
規
則
十
二
―
一
―
二
十
一

　
　
　

 

人
事
委
員
会
規
則
十
二
―
一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

人
事
委
員
会
は
、
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
宮
城
県
条
例
第
六
十
三
号
）

に
基
づ
き
、
人
事
委
員
会
規
則
十
二
―
一
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
公
益
財
団
法
人
東
北
自
治
研
修
所
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
十
日
に
財
団
法
人
東
北
自
治
研
修
所
と
い
う
名

称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。）
の
項
中
「

黒
川
郡
富
谷
町

」
を
「

富
谷
市

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
十
月
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

収
用
委
員
会

　

宮
城
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
三
日

 

宮
城
県
収
用
委
員
会　
　
　

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号

　
　
　

宮
城
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
収
用
委
員
会
運
営
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
宮
城
県
収
用
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
十
四
条
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　

た
だ
し
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
が
行
う
公
告
に
つ
い
て
は
、
文
書
の
書
式
を
横
書
き
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
12号

　
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定

し
た
。
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正　
　
　

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
七
八
〇
号
（
平
成
二
十
八
年
八
月
五
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

一

段上下

行
後
ろ
か

ら
六　二一

〇

正

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号

　
　
　
　
　
　
　

誤

宮
城
県
告
示
第
六
百
四
十
九
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
一
号

　
　
平
成
28年
９
月
23日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
起
業
者
の
名
称
　

　
　
宮
城
県

２
　
事
業
の
種
類
　

　
 　
一
般
国
道
398号

改
築
工
事
（
石
巻
バ
イ
パ
ス
Ⅱ
期
・
宮
城
県
石
巻
市
井
内
字
四
番
地
内
か
ら
同
市
井
内
字
五
番

地
内
ま
で
）

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
，
地
番
，
地
目
及
び
地
積
等

　
　
土
地
の
所
在
　
宮
城
県
石
巻
市
井
内
字
四
番

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
㎡
）

使
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
㎡
）

公
　
簿
現
　
況

公
　
簿

実
　
測

56番
田

田
1,044

1,044.09
425.48

10.72

8.64

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
土
地
所
有
者
不
明

　
　
た
だ
し
，
登
記
名
義
人
（
亡
）
木
村
く
に
　
法
定
相
続
人
　

　
　
　
仲
西
え
つ

　
　
　
大
阪
府
吹
田
市
山
手
町
２
丁
目
８
番
37号

　
　
　
上
記
成
年
後
見
人
　

　
　
　
藤
村
　
航
太
郎
　
　
大
阪
府
大
阪
市
北
区
天
神
橋
２
丁
目
５
番
25号
若
杉
グ
ラ
ン
ド
ビ
ル
本
館
509号

室

　
　
　
阿
部
　
み
さ
ほ
　
　
宮
城
県
石
巻
市
鮎
川
浜
清
崎
山
７
番
地
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
お
し
か
清
心
苑

　
　
　
小
野
寺
　
八
重
子
　
宮
城
県
塩
竈
市
玉
川
三
丁
目
10番
15号

　
　
　
木
村
　
宏
美
　
　
　
宮
城
県
石
巻
市
水
明
北
１
丁
目
９
番
10号

　
　
　
木
村
　
奈
穂
子
　
　
東
京
都
杉
並
区
宮
前
２
丁
目
30番
25号
　
パ
レ
・
ホ
ー
ム
ズ
高
井
戸
Ⅱ
206

　
　
　
木
村
　
勝
男
　
　
　
神
奈
川
県
愛
甲
郡
愛
川
町
中
津
1800番

地
の
10

　
　
　
木
村
　
克
弘
　
　
　
東
京
都
文
京
区
千
駄
木
３
丁
目
12番
７
－
403号

　
　
　
木
村
　
正
憲
　
　
　
宮
城
県
東
松
島
市
矢
本
字
上
河
戸
247番

地
11

　
　
　
木
村
　
寛
幸
　
　
　
宮
城
県
石
巻
市
井
内
字
滝
ノ
口
24番
地
１

５
　
土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
，
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類
　

　
　
な
し

６
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日
　

　
　
平
成
28年
９
月
12日

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
13号

　
国
道
45号

松
崎
北
沢
事
件
に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
46条

第
２
項
の
規
定
に
よ
り

通
知
す
べ
き
次
の
書
類
は
，
当
収
用
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
保
管
し
て
あ
る
の
で
，
出
頭
の
上
そ
の
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

　
　
平
成
28年
９
月
23日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
通
知
す
べ
き
書
類

　
　
平
成
28年
８
月
26日
付
け
宮
収
第
22号
　
審
理
の
開
始
に
つ
い
て
の
通
知
書

２
　
通
知
を
受
け
る
べ
き
者

　
　
伊
藤
　
み
ゑ
子
　
住
所
・
常
居
所
不
明
　
た
だ
し
，
本
籍
「
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
八
幡
三
丁
目
86番
地
」

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
14号

　
国
土
交
通
大
臣
起
業
の
一
般
国
道
45号
改
築
工
事
（
三
陸
縦
貫
自
動
車
道
・
宮
城
県
気
仙
沼
市
松
崎
高
谷
地
内
か
ら

同
市
唐
桑
町
只
越
地
内
ま
で
）
及
び
こ
れ
に
伴
う
市
道
付
替
工
事
に
係
る
土
地
収
用
事
件
（
国
道
45号
松
崎
北
沢
事
件
）

に
つ
い
て
，
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
46条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
審
理
を
開
始

す
る
。

　
　
平
成
28年
９
月
23日

 
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
日
　
　
時
　
平
成
28年
10月
31日
（
月
）
午
後
２
時
か
ら

２
　
場
　
　
所
　
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　
宮
城
県
行
政
庁
舎
　
９
階
　
第
一
会
議
室

３
　
審
理
事
項
　
本
事
件
に
関
す
る
起
業
者
及
び
土
地
所
有
者
に
対
す
る
審
問
等
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二

上

一一
二

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
三
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
二
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
三
号

〇
宮
城
県
公
報
第
二
七
八
一
号
（
平
成
二
十
八
年
八
月
九
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

一

段上下

行
後
ろ
か

ら
八　一一

五

正

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
五
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
七
号

　
　
　
　
　
　
　

誤

宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
四
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
五
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号

二

上

後
ろ
か

ら
一　九

後
ろ
か

ら
八　

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
八
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
九
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
九
号

〇
宮
城
県
公
報
第
二
七
八
二
号
（
平
成
二
十
八
年
八
月
十
二
日
付
け
）
中

ペ
ー
ジ

一

段下

行一
二

後
ろ
か

ら
七　

正

宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
一
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
二
号

　
　
　
　
　
　
　

誤

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
一
号

二

上下

三一
二四一

五

宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
三
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
四
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
五
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
六
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
二
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
三
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
四
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
五
号

三

上下

三一
一

後
ろ
か

ら
九　四

後
ろ
か

ら
一
〇

宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
七
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
九
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
一
号

宮
城
県
告
示
第
六
百
六
十
六
号

宮
城
県
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